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序

本市岡島に所在します宮畑遺跡は、福島工業団地第６期造成工事に伴う平
成９年度の発掘調査により、直径９０�の柱を用いた縄文時代晩期の掘立柱建
物や縄文時代中期の竪穴住居が発見され、当時の社会を考える上で貴重な遺
跡であると考えられました。
平成１０年度から１３年度にかけ、文化庁をはじめ指導委員会のご指導をいた
だきながら、縄文時代の集落の範囲と内容の確認を目的に確認調査を進めた
結果、縄文時代中期、後期、晩期の３時期の集落跡が存在し、２，０００年間にわ
たり生活の場として使用されていたことが判明しました。中期の集落では４７．８２％
もの家が焼かれており、後期の集落では敷石住居が広がり、晩期の集落では
掘立柱建物が広場を囲んで環状に配置され、その周辺には幼児の墓が発見さ
れるなど、各時期の集落の様相を解明する上で、全国的にも大変貴重な縄文
集落であることが判明し、平成１５年８月２７日に史跡に指定されました。
その後、平成１６年の基本構想において、史跡を後世に確実に伝えるととも

に、郷土の歴史・文化・伝統の情報発信の核、そしてまちづくり、生きる力
の育成の場とする保存・活用の理念を取りまとめ、平成１７年度の基本設計、
平成１８年度から実施設計の取りまとめを進めました。平成１９年度に文部科学
省補助事業により、史跡内の環境整備工事に着手し、平成２２年度より国土交
通省社会資本整備総合交付金を活用し、史跡内の一部と史跡区域外の整備工
事を進めてまいりました。平成２３年３月１１日に発生した東日本大震災による
除染工事の実施、工事の入札不調等により、スケジュールの変更を余儀なく
されましたが、平成２５年１０月６日に公園部分を開放、続いて平成２６年６月９
日に公園北側の休憩棟、炊事棟の供用を開始し、平成２７年６月２９日に体験学
習施設が竣工したことより、平成２７年８月８日に全面開園を迎えました。
本報告書は、平成９年の確認調査から開園にいたるまでの、経過や整備事
業概要をまとめたものであります。本報告書が、今後行われる史跡整備や、
文化財の保護・啓発事業に活用していただければ幸いです。
最後に、確認調査からじょーもぴあ宮畑の全面開園、さらには本報告書の
刊行にあたり、ご指導とご協力をいただきました関係各位に衷心より謝意を
申し上げ、あいさつとさせていただきます。

平成２８年３月

福島市教育委員会
教育長 本 間 稔





例 言

１ 本報告書は、福島市が平成１８年度から平成２７年度までの１０カ年にわたり実施した宮畑遺跡環境
整備事業に際し、文化庁補助事業「歴史活き活き�史跡等総合活用支援推進事業」（～平成２６年
度までは「地域の特性を活かした史跡等総合活用支援推進事業」）を活用した整備報告書である
とともに、平成９年度から平成１６年度までに実施した発掘調査の成果をもとに史跡宮畑遺跡の
歴史・文化財について紹介した包括的な報告書である。

２ 史跡宮畑遺跡の整備にあたっては、上記文化庁補助の他、国土交通省「社会資本整備総合交付
金事業」も活用している（宮畑遺跡史跡公園整備事業）。本報告書の性質上、史跡宮畑遺跡整備
全般に関する報告を行う必要があることから、「社会資本整備総合交付金事業」を活用して整備
した部分についても記載している。

３ 宮畑遺跡環境整備事業は、文化庁文化財部記念物課、福島県教育庁文化財課、宮畑遺跡整備指
導委員会の指導・助言のもと、福島市教育委員会が実施し、同文化課宮畑遺跡整備室が担当した。
１０カ年の事業実施期間中の体制は以下のとおりである。

福島市教育委員会
教 育 長：佐藤晃暢（Ｈ１５～１９） 佐藤俊市郎（Ｈ２０～２５） 本間 稔（Ｈ２６～）
教 育 部 長：鈴木信也（Ｈ１５） 山岸正行（Ｈ１６～１８） 八巻 明（Ｈ１９～２０） 渡部富夫（Ｈ２１～２３）

野地正栄（Ｈ２４～２５） 菊地威史（Ｈ２６～２７）
教育部次長：半沢憲一（Ｈ１５～１６） 油井直次郎（Ｈ１７～１９） 鈴木健司（Ｈ２０～２１）

渡部雄二（Ｈ２２～２４） 斎藤房一（Ｈ２５～２６） 熊坂俊則（Ｈ２７～）
文 化 課 長：柴田俊彰（Ｈ１５） 古住 修（Ｈ１６～１８） 高橋正美（Ｈ１９～２１） 渡部重治（Ｈ２２～２３）

長沢誠一（Ｈ２４～２６） 齋藤義弘（Ｈ２７～）
埋蔵文化財
係 長

：佐藤雅志（Ｈ１５～１９） 横山久一（Ｈ２０～２１） 齋藤義弘（Ｈ２２～２６） 大渡健一（Ｈ２７～）

埋蔵文化財係：齋藤義弘（Ｈ１５～２１） 小峰正浩（Ｈ１５～１６） 小沢健也（Ｈ１５～１７）
山田和弘（Ｈ１７～２０） 佐藤秀一郎（Ｈ１８～２０） 鈴木政弘（Ｈ２１）
新井達哉（Ｈ２１～） 齋藤聡司（Ｈ２２） 菅家理恵子（Ｈ２２～２５）
木村秀敏（Ｈ２３～２４） 丹治仁志（Ｈ２５～） 細川華織（Ｈ２６～）



４ 本事業における整備事業については、文化庁補助事業を活用した宮畑遺跡環境整備事業と国土
交通省交付金を活用した宮畑遺跡史跡公園整備事業に分けて施工した。

５ 本書に掲載した図面は、既報告書及び実施設計書からも転載している。写真については、福島
市教育委員会が撮影したもののほか、各施工・委託業者の撮影によるものも使用した。

６ 本報告書の執筆・編集は下記のとおりである。
第１～３章 大渡健一
第４～６章 新井達哉
第７・８章 齋藤義弘・新井達哉
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第１章 遺跡の位置と環境

（１）地理的環境

宮畑遺跡は、福島盆地床北東端部に位置し、概ね東経１４０°３１′１０″北緯３７°４７′２０″福島市岡島

字宮田地内に所在する。遺跡北東の天神平山古墳群北側は保原町との境になっている。

本遺跡の西側を流れる阿武隈川は、渓谷部を構成しながら盆地床に流れ込み、西側から東流する

荒川・須川などの堆積に押され盆地床の東側丘陵沿いを北上し、河川沿いに氾濫原を形成してい

る。表１の天神平遺跡（６）には、１６８９（元禄２）年に松尾芭蕉が阿武隈川を渡ったとされる月の

輪の渡し跡があり、阿武隈川は現在より東側の本遺跡の西側を流れており、阿武隈川旧河床の凹地

が見られる。東部山麓沿いには阿武隈川の氾濫により形成された下位砂礫段丘が発達し、本遺跡は

この下位砂礫段丘上に立地している。また、本遺跡の西端には比高差約３ｍの段丘崖がみられ、段

丘崖西側の低地部には胡桃川が北流している。

本遺跡東側は阿武隈山地の西縁に位置する低い山地が分布し、火山性堆積物が発達しており、洪

積世の中後期に堆積したといわれる礫・砂・泥・泥炭を挟む堆積物の未固結堆積物が覆っている。

（２）歴史的環境

本遺跡の位置する東部地区には、原始・古代～中・近世に至るまでの歴史を証する貴重な遺跡が

数多く分布している。周辺の遺跡分布を見てみると、東側丘陵上には、古墳時代後期の古墳群が多

く分布する特色がある。遺跡北側に位置する月ノ輪山１号墳（５）は、昭和６３年に団地造成に伴い

調査が行われ、長軸１１ｍ３０�の石室を伴う７世紀前半の円墳であることが確認されている。頭椎大

刀の出土から、被葬者は軍事力を備え、中央政権との結びつきをもった有力首長とされている。ま

た、本遺跡北東側丘陵上には天神平山古墳群（７）及び天神平古墳群（８）が存在し、太陽光発電

設備建設に伴う発掘調査により、平成２５年に円墳１０基と箱式石棺１基が確認されている。天神平山

５号墳、天神平５号墳及び６号墳より鉄製品が出土し、うち６号墳出土の鉄製品は直刀であった。

出土遺物の特徴から７世紀以降とされている。

本遺跡南方丘陵部には、源氏山古墳群（１０）・上ノ平古墳群（９）・岡本館古墳群（１２）・高松古

墳（１５）・御春新田古墳群（１６）などが存在し、源氏山古墳群では金銅製唐草文のある刀装具が発

見されている。上ノ平古墳群は平成８年度に調査を実施し、鉄刀・馬具・耳環などが出土した。

本遺跡内に所在した甲塚古墳は、昭和２７年の調査により切石の胴張り石室で、玄室内から金環と

刀子、石室外から直刀・槍・馬具の一部が出土している。

また、遺跡南南西丘陵には、古墳群以外にも源氏山遺跡（１１）・館遺跡（１４）など縄文時代～鎌倉

時代と推定される複合遺跡も存在し、源氏山旧社地からは鏡面に胎蔵界中台八葉院の毛彫御正体の

ある藤原鏡が発見されている。現在では福島工業団地の一部となり消失しているが、腰浜廃寺に瓦
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を供給していた宮沢窯跡は本遺跡南東の丘陵に存在した。昭和３８年に５基の瓦窯跡の発掘調査が実

施され７世紀の蓮華文鐙瓦・重弧文宇瓦の一群とされる瓦を焼成していたことが確認されている。

下位砂礫段丘面には、集落跡と推定されている遺跡が分布しており、北側から月ノ輪山丘陵下に

縄文時代晩期ごろと推定される天神平遺跡（６）が、阿武隈川旧河床部には奈良・平安時代と推定

される川面遺跡（１７）・前田遺跡（２０）が分布するとともに、平成５年度に調査が行われ平安時代

～中・近世にかけての遺構・遺物が発見された倉ノ前遺跡（２１）が分布する。

中世になると古墳群が分布する丘陵に岡本館跡（高松城）（１３）・文知摺城跡（１８）が築かれている。

遺 跡 名 県遺跡番号 所 在 地 立 地 種 別 時 代

宮畑遺跡 ２２５ 岡島字宮田・宮畑 下位段丘 集落 縄文・平安

１ 青柳遺跡 １２０ 瀬上町青柳 下位段丘 墓跡 弥生

２ 下田遺跡 １２５ 鎌田字下田 下位段丘 散布地 奈良・平安

３ 寺山古墳群 ２１９ 瀬上町子寺山 山腹 古墳群 古墳

４ 道田山古墳群 ２２０ 瀬上町字道田山 山稜・山腹 古墳群 古墳

５ 月の輪山古墳群 ２２１ 鎌田字月輪山 山頂 古墳 古墳

６ 天神平遺跡 ２２３ 鎌田字天神平 下位段丘 散布地 縄文（晩期）

７ 天神平山古墳群 ２２２ 岡島字天神 山腹 古墳群 古墳

８ 天神平古墳群 ２２４ 岡島字天神山 山腹 古墳群 古墳

９ 上ノ平古墳群 ２３１ 岡島字上ノ平 山稜・山頂 古墳群 古墳

１０ 源氏山古墳群 ２３０ 岡島字源氏山 山腹 古墳群 古墳

１１ 源氏山遺跡 ２３２ 岡島字源氏山 山腹 集落跡 縄文／奈良・平安

１２ 岡本館古墳群 ２３４ 岡島字岡本 山頂 古墳群 古墳

１３ 岡本館跡 ２３３ 岡島字岡本館 山頂 城館 中世

１４ 館遺跡 ２３５ 岡島字前畑 山腹 集落跡 縄文／奈良・平安／鎌倉

１５ 高松古墳 ２３６ 岡島字高松 山腹 古墳群 古墳

１６ 御春新田古墳群 ２３８ 山口字御春新田 山腹 古墳群 古墳

１７ 川面遺跡 ２３９ 岡部字川面 下位段丘 集落 平安

１８ 文知摺城跡 ２４１ 山口字御春新田 山頂 城館 中世

１９ 五十辺遺跡 １０８８ 遠瀬戸・矢倉下 下位段丘 集落 奈良・平安

２０ 前田遺跡 ２４２ 岡部字前田 下位段丘 撒布地 奈良・平安

２１ 倉ノ前遺跡 ２４３ 岡部字倉ノ内 下位段丘 集落 平安

２２ 文知摺遺跡 ２４４ 山口字文知摺 山腹 集落 縄文／奈良・平安

２３ 上条古墳群 １９１ 岡部字上条 下位段丘 古墳群 古墳

２４ 日向山古墳群 ２５０ 岡部字日向山 山頂 古墳群 古墳

２５ 日向古墳群 ２５１ 岡部字日向 山麓 古墳群 古墳

２６ 新田古墳群 ２５６ 山口字新田 山稜・山腹 古墳群 古墳

２７ 高森古墳群 ２４６ 山口字高森 山腹 古墳群 古墳

２８ 高森遺跡 ２４７ 山口字高森 山腹 撒布地 奈良・平安／鎌倉

２９ 新町館跡 ２５４ 岡山字新町 下位段丘 城館 中世

３０ 赤埴遺跡 ２６１ 山口字松保・日向 平地 散布地 平安時代

表１ 周辺の遺跡
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第２章 遺跡の発見と保存の経過

（１）遺跡の発見

地元東部地区では昭和３０年代頃より耕作地から縄文土器が採取できることから、遺跡の存在が知

られていた。

その後、昭和５９年に実施された分布調査により、遺跡として福島市埋蔵文化財包蔵地台帳に登録

された。当初の宮畑遺跡は、図２の破線に囲まれた狭小な範囲であった。しかし、福島工業団地造

成範囲が、宮畑遺跡の東端と推定されていた地域に隣接しており、また造成予定地内から遺物が表

面採取されたことにより、遺跡範囲が広がることも予想されたため、福島地方土地開発公社との協

議により開発地内全域について試掘調査を実施することになった。その調査成果により、遺跡の範

囲が図２の実線で囲まれた範囲となった。

第２図 宮畑遺跡範囲
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（２）保存に至る経過

平成５年８月２４日に、福島地方土地開発公社福島市担当理事より、福島工業団地第６期工事にか

かる遺跡協議申請が福島市教育委員会教育庁宛てに提出され、平成６年５月～１２月にかけて工業団

地予定地５４，０００�を対象に試掘調査を実施した。

試掘調査の結果、工業団地予定地全域が縄文時代・古墳時代・平安時代・近世の複合遺跡である

ことが判明し、出土遺物は１５０箱（サンボックス♯３２）を数えた。この試掘調査結果を受けて、市

文化課と福島地方土地開発公社で福島工業団地造成にかかる宮畑遺跡の保存協議を実施し、工場建

設及び市道拡幅・調整池建設により、遺跡が保存できない箇所を対象に平成７～９年度に発掘調査

を実施することで合意した。

平成７・８年度には、今回史跡に指定された区域外に位置する工場建設予定地を対象に発掘調査

を実施し、平安時代及び近世の遺構を調査後、縄文時代の遺構は存在しないことを確認して調査を

終了した。

平成９年度には、市道天神平・宮畑線拡幅部及び調整池建設予定地を対象に発掘調査を実施し

た。今回の国史跡指定範囲外に位置する調整池建設予定地では、平安時代の集落が存在するもの

の、縄文時代の遺構は希薄であることが確認された。これに対し、国史跡指定範囲を東西に分断す

る市道天神平・宮畑線拡幅部では、焼失住居を含む縄文時代中期後葉の竪穴住居、縄文時代後期～

晩期の竪穴住居、縄文時代後期～晩期の埋甕、縄文時代後期の敷石住居、縄文時代晩期の掘立柱建

物跡など多数の遺構とともに、９００箱（サンボックス♯３２）を数える遺物が出土し、市道天神平・

宮畑線を挟んだ東西の区域に、縄文時代中期から晩期の集落が存在することが明らかとなった。発

掘調査は平成９年１２月２４日に終了し、平成１０年１月より福島工業団地造成工事を本格的に開始した。

しかし、平成１０年１～２月にかけて、縄文時代晩期の大型柱穴発見の報道がされるとともに、文

化庁及び県文化課より、縄文時代の集落構成が解明できる可能性がある重要な遺跡であるとの指摘

を受け、本市としても遺跡内容を確認する必要があるとの判断に達した。それを受けて、平成１０年

２月９日には福島工業団地第６期工事の中断を決定し、平成１０年２～３月にかけて文化庁及び県文

化課と宮畑遺跡の取扱いについて数度にわたる協議を実施した。

文化庁・県文化課との協議の結果、宮畑遺跡の取扱いについては、平成１０年度以降、専門家の指

導を受けながら検討することとし、宮畑遺跡の範囲及び内容の確認のため、平成１０年度に宮畑遺跡

調査指導委員会を設置するとともに、同委員会の指導により確認調査を実施することを決定した。

また、工事を中断した福島工業団地造成工事は、文化庁と協議の上、工事中断により生じた危険個

所復旧のために必要な最低限の工事を実施し、その他の工事については、宮畑遺跡の内容が確認で

きるまでは再開しない方針を平成１０年３月に決定した。

平成１０年４月１日には、市総務部内に庁内の連絡調整を図る宮畑遺跡調査対策室を設置するとと

もに、同年５月１日には市教育委員会で宮畑遺跡調査指導委員会を設置した。同年６月３日に開催

した第１回宮畑遺跡調査指導委員会での確認調査についての指導を受け、同年８月から確認調査を
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開始した。

確認調査の経過は上記のとおりであるが、平成１２年度までの調査により、環状に配列された掘立

柱建物群の外側に、同時期の埋甕群がブロックを形成して伴うことが明らかとなり、平成１２年１１月開

催の宮畑遺跡調査指導委員会では、全国にも例がない縄文時代晩期の集落であることが指摘された。

さらに、平成１３年２月開催の宮畑遺跡調査指導委員会では、縄文時代中期から晩期の集落は全国

的に重要なものであり、国史跡に値するとの評価を受けるとともに、国史跡指定へ向けた行政的な

手続きを進める必要性が指摘されたことから、中断していた福島工業団地造成工事の中止が正式に

決定した。

平成１０年度～１３年度の発掘調査について

平成１０年度 長雨の影響により、当初計画していた遺跡範囲の確認はできなかったが、宮畑遺跡の

範囲が、西側の段丘崖まで広がること、東側は８～１２Ｔを含めた広範囲に及び、８・１１Ｔに縄文時

代晩期の集落が存在することを確認した。

平成１１年度 平成１０年度の調査を受け、縄文時代の集落跡が確認された８・１１・１４・１５Ｔ（�・�

・�・�区と改称）を拡張するとともに、市道天神平・宮畑線の県道部（�区）で調査を実施し

た。また、遺跡の西端及び南東端確認のため１９Ｔ、３～５Ｔを設定した。調査の結果、縄文時代晩

期の柱穴群が�区から�区にかけて半円形に並ぶこと、柱穴群の北側に同時期の埋甕群が存在する

ことが明らかになるとともに、柱穴群は縄文時代晩期の掘立柱建物の掘り形であることを確認し

た。確認調査範囲の南東区域については、調査成果から、遺跡範囲が３～５Ｔまで広がらないこと

を確認した。

平成１２年度 平成１１年度の確認調査を受け、�～�区で確認された縄文時代晩期の集落範囲とその

構造、遺跡南側の縄文時代集落の内容、北側及び南西側の遺跡範囲の確認を目的に調査を実施し

た。縄文時代晩期集落の範囲と構造確認のため、�区を南に拡張して�区を設定したが、�区南端

で掘立柱建物群とその外側で埋甕群を確認し、掘立柱建物跡が内径約４５ｍを測る環状に巡ることが

明らかになった。遺跡南半部に設定した�区及び	区では、縄文時代晩期の遺構密度が薄く、縄文

時代中期及び後期の遺構密度が高いことを確認した。また、	区の南に設定した２０Ｔ中央付近で遺

跡の南端を確認し、�・�区東に設定した２２・２３Ｔで縄文時代の遺構・遺物が確認されないことか

ら、�・�区と２２・２３Ｔの間に縄文時代の遺跡範囲境界が存在することが確認された。北及び南西

側の遺跡範囲については、２４・２６・２７Ｔで河川跡及び遺物包含層を検出したが、遺跡範囲を確認す

ることはできなかった。

平成１３年度 平成１２年度までの確認調査で、遺跡の東・西及び縄文時代晩期集落の範囲と構造が確

認されたため、北側及び南西側の遺跡の範囲確認と、平成１２年度に一部調査を実施した縄文時代中

期の焼失住居の調査を実施した。その結果、２４・３１Ｔに縄文時代の河川跡が存在し、その河川跡が

縄文時代の遺跡境界であることが確認された。遺跡南西側については、平成１２年度に２６・２７Ｔで確
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認された遺物包含層が、遺物の包含量は少ないものの３７Ｔでも確認されたことから、南西側の遺跡

範囲は３７Ｔから２６・２７Ｔまで広がることを確認し、調査を終了した。

なお、確認調査は、福島市教育委員会文化課・公益財団法人福島市振興公社が担当し、福島県教

育委員会の協力を得て、平成１０年度は市一般財源、平成１１～１５年度は国庫補助事業の適用を受け、

現地調査及び資料整理・報告書作成業務を実施した。

平成１６年度以降の発掘調査について

史跡整備計画策定にあたり、遺構の分布状況及び地形環境を確認することを目的として、平成１６

年度から平成２０年度までの５カ年にわたり発掘調査を実施した。各年度に発掘調査報告書が刊行さ

れているため詳述は避け、各年度の調査概要についてのみ記述する。

平成１６年度 Ⅺ区～XIII区の調査「史跡整備発掘調査報告書１」

縄文時代晩期の掘立柱建物及び埋甕の詳細な分布状況を把握するとともに、掘立柱建物復元のた

め、その性格を確定することを目的に調査した。その結果、掘立柱建物と埋甕との相関関係を把握

することができた。

平成１７年度 Ⅺ区・XIV区の調査「史跡整備発掘調査報告２」

Ⅺ区については、平成１６年度調査区をさらに北側へ拡張し、縄文時代晩期の掘立柱建物群の分布

確認を行った。XIV区については、平成１６年度の土地公有化を受け、縄文時代後期の集落範囲の確認

及び遺物包含層の様相を確認するため設定した。調査の結果、縄文時代晩期の広場的空間や、縄文

時代後期前葉の竪穴住居等が検出されるとともに、縄文時代中期後葉～後期前葉に位置づけられる

「もの送り」等の廃棄行為が行われたことが確認された。

平成１８年度 �区・XV区～�区の調査「史跡整備発掘調査報告３」

�区は、縄文時代晩期の遺物包含層の広がりを確認するため、XV区は、XIV区西側に延びると推定

される埋め立て層の広がりを確認するため、�区は掘立柱建物及び埋甕以外の遺構の分布状況を確

認するため、�区は掘立柱建物と埋甕の分布確認のために設定した。

平成１９年度 �区・�区・�区・�区に調査「史跡整備発掘調査報告４」

�区は、縄文時代晩期の遺物包含層の広がりを確認するため、�区は焼失住居である３９号住居跡

の遺存状況確認のため、�区は縄文時代晩期の遺構群範囲確認のため、�区は縄文時代後期中葉の

遺物包含層の範囲確認のために調査を実施した。

平成２０年度 �区・２４Ｔの調査「史跡整備発掘調査報告５」

平成１９年度に調査を実施した３９号住居跡の剥ぎ取り及び型取りを行った。２４Ｔは、河川跡の広が

りを確認するために調査を実施した。

平成２１年度 資料整理及び「史跡整備発掘調査報告６」作成

平成１６～２０年度に実施した調査において出土した遺構外遺物の報告及び、５カ年にわたる調査成

果のまとめを行った。
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第３章 整備事業に至る経過

（１）指定に至る経過

前章の福島市工業団地造成第６期工事の中止の決定を受けるとともに、平成１３年２月の調査指導

委員会の指摘を受け、平成１３年度に遺跡範囲が確定していない西側及び北側での範囲確認を目的と

した調査を実施するとともに、平成１４年１月に調査指導委員会の指導を受け、縄文時代の遺跡範囲

を確定した。遺跡範囲の確定を受け、平成１４年２月には、福島市は宮畑遺跡を国史跡として保存す

る方針を正式決定し、国史跡指定について文化庁との協議を開始した。

協議の結果、縄文時代の遺跡範囲４１，７１９．３０�について国史跡として申請する方針が決定し、指

定申請書をまとめることとなり、平成１５年２月には、文部科学大臣宛てに国史跡指定申請書を提出

した。平成１５年５月１６日には国文化審議会より国指定についての答申を受け、平成１５年８月２７日に

国史跡指定の官報告示により宮畑遺跡は国史跡に指定された。

（２）指定内容

史跡指定年月日 平成１５年８月２７日

史跡指定面積 ４１，７１９．３０�

所 在 地 福島市岡島字宮畑１９番地ほか

土地所有状況 福島地方土地開発公社： １８，２７４．４１�

民有地（１７名：２７筆）： ２０，８６８．００�

国・市有地： ２，５７６．８９�

宮畑遺跡は、福島市に所在する縄文時代中期、後期、晩期の集落跡である。特に本遺跡の主体で

ある晩期の集落跡は、前葉から中葉にかけてその構造が判明している。中央に広場と考えられる東

西４５ｍ、南北６０ｍの空閑地があり、それを中心に住居又は葬送に関する施設と考えられる掘立柱建

物群が環状に巡り、北西側では柱痕跡が１ｍ近くの大型のものがある。さらに外側には、埋葬施設

である埋甕が群を形成して配置される。環状掘立柱建物群の北西側から竪穴住居跡、南西側から土

坑墓も検出されている。西側の斜面には大量の遺物を伴う捨て場が形成されている。出土遺物で

は、大量の土器、石器のほかに土偶、石剣、石刀などの祭祀遺物が出土している。なお、中期の集落

では、意図的に燃やした焼失住居が数多くあり、当時屋根を土で被覆していたことが判明している。

宮畑遺跡は、特に縄文時代晩期では集落構造や出土遺物から東北南部を代表する拠点的集落と考

えられ、縄文時代の社会を考える上で極めて重要な遺跡である。また、集落構造全体が判明したも

のとしては当該地域における初めての事例である。

第３章 整備事業に至る経過
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（３）遺跡の概要

�縄文時代中期（約４，５００～４，０００年前）

発掘調査を実施した４６棟の竪穴住居跡の４割以上の２２棟が意図的に焼かれている（図版１２）。こ

のように、多くの竪穴住居跡が焼かれた縄文時代の集落は全国的にみても例がない。また、焼かれ

た竪穴住居跡と焼かれない竪穴住居跡には、規模・施設・遺物の点で違いが認められないので、焼

く行為の原因は明確でないが、宮畑遺跡に特徴的な独特の風習があった可能性が考えられる。

�縄文時代後期（約４，０００～３，０００年前）

中期の集落では、複式炉が東北地方南部の特徴であるが、後期の集落の敷石住居跡（図版１６）の

存在は関東地方との交流を示すものである。敷石住居跡の他に、竪穴住居跡、埋甕、土坑などが発

見されており、３，５００年前頃には敷石住居がなくなり、竪穴住居が広い範囲に存在していたことが

わかっている。また、史跡指定範囲の西側は、現在は平地であるが、縄文時代後期には傾斜地と

なっており、縄文時代後期の集落の捨て場として利用されていた。

�縄文時代晩期（約３，０００～２，５００年前）

晩期の集落の大きな特徴は、掘立柱建物跡が東西４５ｍ、南北６０ｍの範囲で環状に配列されている

ことである。掘立柱建物跡の中には、柱の直径が６０～９０�の太い柱を用いたものもある（図版６）。

環状の外側には数多くの埋甕（図版１４）が存在している。

平成１６年度の発掘調査では、環状エリア内の掘立柱建物跡の分布状況がほぼ明らかになり、掘立

柱建物が一様に配されるのでなく、分布が薄いあるいは配されていない区域があることが明らかに

なった。また、確認された柱穴の中には、周囲に組み合う柱穴がなく単独の柱として存在したもの

もあったと考えられる。掘立柱建物の外側に位置する埋甕は、掘立柱建物の密度と相関関係をもっ

て分布しており、掘立柱建物と埋甕が強く結びついていたことが確認されている。掘立柱建物は、

幼児の埋葬に関する施設である可能性が考えられ、単独の柱も埋甕による幼児の埋葬と何らかの関

係を有したものと考えられる。掘立柱建物群の西側は、縄文時代後期と同様に傾斜地であるが、や

はり捨て場として利用されていた。縄文時代晩期の集落は、南東北を代表する宮畑遺跡周辺地域の

拠点的集落であると考えられる。

�出土した遺物

平成１０～１３年度の確認調査では、６７７，７７７片の土器・石器等の遺物が出土した。土器、石器の他

に、土偶や動物形土製品、石刀・石剣類などの祭祀道具など様々な遺物が出土している。中には、

アスファルトがついた石鏃や、新潟県・伊豆箱根産の黒曜石で作られた石鏃、新潟県産のヒスイで

作られた玉などがあり、縄文時代の人々の広域交流を物語る遺物も発見されている。

（４）整備事業に至る経過

国文化審議会の答申を受け、庁内における宮畑遺跡の保存整備に関し必要な事項の調査、検討、

連絡、調整を行うため、助役（現副市長）を委員長、教育長を副委員長とし、各部長を委員とした
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地区 指定・指定外 面積（�） 購入金額（円） 購入年度
民地 指定地 ２０，８６８．００ ２０９，１５０，０００ 平成１６～１７年度
Ａ区� 指定地 ７，９２８．７９ ３１８，７４４，０００ 平成１８～２１年度
Ａ区� 指定地 １０，３４５．６２ ４１９，４４６，０００ 平成１９～２２年度
Ｂ区 指定地外 ２，６０１．８１ １１７，５１５，０００ 平成１９～２２年度
Ｃ区 指定地外 ２，７１３．００ １０８，０７７，０００ 平成２０～２３年度
Ｄ区 指定地外 ４，６５８．００ ２２３，２３７，０００ 平成２０～２３年度
Ｅ区 指定地外 ４，３２６．６０ ７９，５５０，０００ 平成２１～２４年度

計 ５３，４４１．８２ １，４７５，７１９，０００
※Ａ～Ｅ区は土地開発公社所有地であり、購入初年度に契約をしている。
※指定地外のＢ～Ｅ区は、契約の翌年度からの３ヶ年の分割払いとしている。

福島市宮畑遺跡整備検討委員会と、教育部次長を幹事長とし各部次長及び関係課長を幹事とした同

幹事会を設置した（平成１５年５月２１日施行）。

また、今後の史跡整備計画策定のための専門的指導を受けるため、平成１６年５月１０日に宮畑遺跡

整備指導委員会を設置し、宮畑遺跡整備事業の計画と具体的な内容の検討に取り組むこととし、平

成２７年８月８日の宮畑遺跡史跡公園（愛称：じょーもぴあ宮畑）全面開園まで継続した。

なお、整備検討委員会及び整備指導委員会における整備事業の計画や内容検討の経過について

は、第４章「整備計画作成の組織及び委員会の経過」において、整備事業の経過については第５章

から第９章においてそれぞれ詳述する。

（５）用地の公有化の経過

史跡指定地（４１，７１９．３０�）は、平成１６年１２月の時点で、

福島地方土地開発公社所有地と民地及び国・福島市がそれ

ぞれ所有していた。

保存・活用理念の実現へ向け、史跡の保全、宮畑遺跡の

情報発信と幅広い活用を図る整備を進めるため、史跡指定

地内の福島地方土地開発公社所有地（Ａ区��：１８，２７４．４１

�）と民地（２０，８６８．００�）の公有化を行うこととし、民地に

ついては平成１６～１７年度に、土地開発公社所有地について

は平成１８～２２年度に公有化を目指すこととした。

また、現宮畑遺跡史跡公園北側公園部分の史跡指定地に隣接する北（Ｄ区：４，６５８�）及び東側

（Ｃ区：２，７１３�）、体験学習施設が立地している敷地（Ｂ区：２，６０１．８１�）及びその南東側（Ｅ区：

４，３２６�）は、福島工業団地第６期造成予定区域として福島地方土地開発公社の所有地であったが、

この土地を史跡周辺整備区域として使用するため、公有化を図るとともに、保存・活用の理念を実

現するため史跡指定地と一体とした整備を進めることとした。

第２表 宮畑遺跡史跡公園土地公有化用地取得一覧

第４図 公有化概略図

ＤＤ

ＡＡ①① CC

ＡＡ②②
民民地地

ＢＢ

ＥＥ
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第４章 整備計画作成の組織及び委員会の経過

（１）調査指導委員会及び整備指導委員会

宮畑遺跡調査指導委員会、宮畑遺跡調査協力員会議は、国史跡指定に向けた調査方法などについ

て指導を受けることを目的として設置したものである。平成１０年度から文化庁の国庫補助事業とし

て範囲確認調査、史跡整備を目的とした調査を実施しており、平成１０年６月３日から平成１５年２月

２０日まで調査方法や遺跡の性格等についての指導を受けている。

① 調査指導委員会

委員長 工藤雅樹（考古学 福島大学）

委 員 目黒吉明（考古学 福島県考古学会長）

委 員 山本暉久（考古学 財団法人かながわ考古学財団）

委 員 辻誠一郎（環境史 古生態学 国立歴史民俗博物館）

委 員 浅川滋男（建築史 奈良国立文化財研究所）

委 員 岡田康博（考古学 青森県教育庁文化課三内丸山遺跡対策室）

② 調査協力員会議

調査協力員については下記の者を委嘱している。

調査協力員 鈴鹿良一（財団法人福島県文化センター）

調査協力員 藤原妃敏（福島県立博物館）

調査協力員 仲田茂司（元三春町教育委員会）

③ 整備指導委員会

平成１５年８月の国史跡指定を受け、平成１６年５月１０日より宮畑遺跡調査指導委員会要綱を策定

し、宮畑遺跡の保存・整備・活用に関し、専門的な指導・助言を受けるため宮畑遺跡整備指導委員

会を設置し、委員を委嘱した。

委員長 田中 哲雄（史跡整備 元東北芸術工科大学）

委 員 岡村 道雄（考古学 元国立文化財機構奈良文化財研究所）

委 員 鈴鹿 良一（考古学 元福島県文化振興事業団福島県文化財センター白河館）

委 員 辻 誠一郎（環境史 古生態学 東京大学大学院）

委 員 高妻 洋成（保存科学 国立文化財機構奈良文化財研究所）

また、整備専門委員として、下記のものを委嘱している（平成２０年８月より）

専門委員 浅川 滋男（古建築 公立鳥取環境大学）～平成２１年３月１７日まで

専門委員 脇谷草一郎（保存科学 独立行政法人国立文化財機構奈良文化財研究所）

専門委員 小林 啓（保存科学 福島県文化振興事業団）
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平成１６年７月１日 平成１６年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１６年１０月１５日 平成１６年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１７年２月２１日 平成１６年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１７年１１月１１日 平成１７年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１８年２月１４日 平成１７年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１８年３月２５日 平成１７年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１８年８月９日 平成１８年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１８年１１月１８日 平成１８年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１９年１月３０日 平成１８年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１９年８月２７日 平成１９年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成１９年１２月２１日 平成１９年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２０年３月１１日 平成１９年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２０年９月３日 平成２０年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２１年１月２３日 平成２０年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２１年６月１８日 宮畑遺跡環境整備事業にかかる協議

平成２１年６月２６日 平成２１年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２１年１０月５日 平成２１年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２２年１月２７日 平成２１年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２２年３月１７日 平成２１年度第４回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２２年１０月１日 平成２２年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２２年１２月１０日 平成２２年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２３年３月３日 平成２２年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２３年８月２９日 平成２３年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２４年１月１０日 平成２３年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２４年２月２８日 平成２３年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２５年２月１日 平成２４年度宮畑遺跡整備にかかる現地指導

平成２５年３月１２日 平成２４年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２６年１月２２日 平成２５年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２６年１月２８日 文化庁の宮畑遺跡整備にかかる現地指導

平成２６年２月２７日 平成２５年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２６年７月２２日 平成２６年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２６年１１月６日 平成２６年度第２回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２７年１月２９日 平成２６年度第３回宮畑遺跡整備指導委員会

平成２７年１０月１９日 平成２７年度第１回宮畑遺跡整備指導委員会

第４章 整備計画作成の組織及び委員会の経過
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第５章 整備事業計画

（１）整備基本構想

宮畑遺跡の整備については、福島市のまちづくり方針「市民協働によるまちづくり」にもとづ

き、平成１５年度に宮畑遺跡史跡整備活用市民懇談会（以下整備活用市民懇談会）及び宮畑遺跡学校

教育活用懇談会（以下学校教育活用懇談会）を設置した。また、宮畑遺跡整備指導委員会において

も整備の基本方針について協議を行い、平成１６年度に整備基本構想の策定を行った。

�整備活用市民懇談会

整備活用市民懇談会は、宮畑遺跡が所在する東部地区選出委員５名と公募委員５名の計１０名で構

成し、平成１５年度に２回、平成１６年度に３回の懇談会を開催した。懇談会では宮畑遺跡の魅力と可

能性、市民との協働による宮畑遺跡の整備と活用のあり方について検討を進めた。

宮畑遺跡の魅力については、「自然の中の遺跡」、「阿武隈川が近い遺跡」、「野菜産地に近い遺

跡」、「３期にわたる縄文むら」、「縄文時代の謎」、「太い柱」、「周辺の伝統・風習・民話」、「周辺の

観光資源」等があげられた。

これらの宮畑遺跡の魅力と可能性をもとに、「地域の環境・特性を活かした整備・活用」、「継続

的な誘客が図れる体験型整備」、「他の観光資源との回遊性」、「特徴ある史跡公園」をテーマに、整

備・活用を進めるよう提言がまとめられた。

�学校教育活用懇談会

学校教育活用懇談会は市内小中学校教員１０名で構成し、平成１５年度に３回、平成１６年度に５回の

懇談会を開催した。懇談会では整備前の段階での学校教育活用の方法や整備後の学校教育活用で求

められる整備のあり方について検討を進めてきた。

宮畑遺跡学校教育活用の手引き

学校教育活用懇談会では、市内小中学校において、宮畑遺跡を活用した学習を教育計画に取り

入れるため、「宮畑遺跡学校教育活用の手引き」を作成した。

内容は、小学校の活用事例１０例と中学校の活用事例５例、小学校の実践報告２例などを掲載し

たもので、教育委員会作成の宮畑遺跡と市内の縄文時代に関する情報、貸し出し可能な縄文体験

の道具をまとめており、平成１６年１２月に市内小中学校に配布し、宮畑遺跡における見学学習で活

用を図った。

�基本構想の理念

１．我が国の歴史を考える上で欠くことのできない、国民共有の財産として保存し、後世に伝える

とともに、縄文時代の調査研究の核とする。

２．福島市を代表する文化遺産として、郷土の歴史・文化・伝統に関する情報発信の核として位置

付ける。
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第５図 基本構想模式図

３．福島市民の財産として、市民協働による史跡整備と運営により、まちづくり・地域づくりの場

とともに、学校教育で目標とする生きる力を育成する場としての活用を図る。

４．福島市民の文化的活動及び憩いの場とする。

以上４つの保存・活用の理念を定めるとともに、整備活用市民懇談会、学校教育活用懇談会で提

案された意見をもとに、史跡指定地だけでなく、周辺の特性・特徴を活かすため広域的なエリアの

設定を行い、以下に述べるエリアを設定し、整備・活用を進めることとした。

�整備区域（第６図）

整備の方向性を実現するために、整備区域として史跡指定範囲４１，７１９．３０�とともに、史跡周辺

の福島地方土地開発公社所有地１４，２９９．３０�を設定し、それぞれの区域を史跡保存地域、周辺整備

地域とした。それぞれの地域には、さらに下記の地区を設定し、幅広い活用が図られるように相互

の関連を図った整備を進めていくこととした。

ⅰ）史跡保存地域

ア）集落復元地区

縄文時代中期・後期・晩期の集落が確認された地区に縄文時代の集落の風景を復元する。宮

畑遺跡では、同じ区域で縄文時代中期から晩期の内容が異なる集落が確認されているが、集落

全体の内容が明らかになっている縄文時代晩期の集落を、掘立柱建物、埋甕等の遺構復元及び

集落の明示により、体験的（視覚的）に理解できるようにする。縄文時代中期・後期の集落につ

いては、その全体像が明らかでなく、集落復元が部分的な復元になってしまうこと、縄文時代

第５章 整備事業計画
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晩期の集落風景に影響を及ぼすことが考えられるため、集落の復元は行わないことにする。た

だし、宮畑遺跡を理解する上で、３時期の集落が営まれていたことは重要な要素のため、縄文

時代晩期の集落風景に影響を及ぼさないゾーニング、手法の採用により、ガイダンスでの展示

と連携を図りながら、縄文時代中期・後期の集落の特徴を利用者へ伝える明示をする。

ア）環境復元・多目的活用地区

環境復元・多目的活用地区では、縄文時代後期から晩期にかけて、集落復元地区の北側の低

地を河川が西流していたことが確認されており、縄文時代晩期には河川に水場を構築してい

る。集落復元地区での縄文時代晩期集落とともに河川と水場を復元し、花粉分析結果による縄

文時代晩期の集落周辺の植生を復元することにより、縄文時代晩期に暮らした人々と自然との

関係を伝えていくこととした。

また、環境復元によ

り、縄文時代の食物の

情報を発信する場、昆

虫や生き物の観察の場

としても活用すること

が可能と考えている。

環境復元・多目的活

用地区の東側及び北側

の周辺整備地域は、史

跡指定地と一体とした

環境復元整備をする計

画であるが、史跡周辺

地域の特性と連携した

多目的な活用を図ると

ともに、臨時的な駐車

場などの機能も持たせ

ていくこととした。ま

た、整備により広々と

した空間が創出される

が、この空間は、まち

づくり事業等での活用

や、文化的活動、癒し

の場として活用が図れ

るよう整備を進める。 第６図 整備区域ゾーニング
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イ）環境修景地区

環境修景地区と設定する地域は、これまでの調査では、縄文時代晩期には集落が営まれてい

ない可能性が高い地域である。縄文時代後期には、竪穴住居や敷石住居等の遺構が存在する地

域と土器捨て場として利用された湿地状の地形が存在したと考えられる。この地区は、基本構

想策定時には発掘調査が十分に進んでいないが、将来、宮畑遺跡の集落全体を解明するための

情報を備える箇所にあたる。そこで、将来の宮畑遺跡解明のための発掘調査に備えるため、遺

構を保全する地域とする。

ⅱ）周辺整備地域

ア）ガイダンス地区

集落復元地区及び環境修景地区に隣接する南側の史跡指定地外の区域をガイダンス地区とし

て整備する。現代から史跡指定地内の縄文時代の風景ヘタイムスリップする期待感を高め、宮

畑遺跡の魅力・史跡周辺の環境を伝えるガイダンス機能を備えた施設を整備する。この施設

は、展示のみならず、体験活動等により宮畑遺跡の魅力を五感により理解できる機能も整備

し、利用者の多様なニーズに対応していくこととした。

また、ガイダンス地区には、史跡管理・運営・調査研究の拠点機能も併せて整備し、史跡の

効果的な管理・運営を図っていくこととした。

イ）駐車場・便益地区

駐車場地区は、ガイダンスと市道をはさんだ位置にある地区を主要な駐車場として整備す

る。史跡指定地内と一体となった整備により、縄文時代の風景を損なわないように配慮する。

（２）整備基本設計（図版３・４、図７～１０）

基本設計はプロポーザル方式により業社を選定し、平成１７年度に大建設計・鈴木設計設計共同体

に委託している。基本構想（平成１６年度）では、園内を５つのエリア（集落復元地区、環境復元・

多目的活用地区、環境修景地区、ガイダンス地区、駐車場便益地区）に分けて保存・整備・活用の

指針を定めたが、基本設計でも同様のエリア区分を用いている。基本設計では、導線計画、空間構

成、景観構成にも配慮し、史跡整備の全体計画、便益施設の配置、ガイダンス・展示施設整備、整

備工事費用の概算計画などを策定した。

�集落復元地区（第８図）

宮畑遺跡の史跡指定範囲を対象とする地区である。発掘調査に基づく集落復原や遺構展示によっ

て、宮畑遺跡の当時の様子を具体的に見学、体験する事が可能なブロックであり、下記のようなコ

ンセプトに基づく。

・縄文時代中期・後期・晩期の３時期の集落が存在する宮畑遺跡の重層性

・晩期の集落の主要構成要素である掘立柱建物と埋甕（幼児の墓）

集落復元地区の中央部は、縄文晩期の集落を空間的に再現しつつ、それぞれの遺構を忠実に復

第５章 整備事業計画
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元展示する。［掘立柱建物４棟、大型やぐら１棟、晩期の竪穴住居１軒］

・後期の集落を代表する敷石住居の展示［敷石住居１基］

・中期の集落を代表する竪穴住居（４９号）の復元と焼失住居の様相［中期の竪穴住居１軒］

・園路の整形による集落領域の明示

・屋外展示［覆屋を伴う土器捨て場］［埋甕３箇所］

�環境復元・多目的活用地区（図版４）

発掘調査により縄文時代の川の跡が見つかっており、史跡指定区域を含む地区である。また、

様々なイベントが可能な広場としての活用を想定している。

・遺物包含層の河川と河畔林の復元

・小規模なイベントに対応できるスペース

・河川跡の復元による水景施設の整備

�環境修景地区

これまでの調査では、縄文時代晩期の集落は確認されていない区域であり、将来の宮畑遺跡解明

のための発掘調査に備えるため、遺構を保全する地域とする。

�ガイダンス地区（第９、１０図）

ガイダンス施設は、宮畑遺跡を見学・体験する来訪者に総合的なガイダンスを行うことを目的と

したものである。基本設計時点のガイダンス施設では、２階部分に常設展示室、企画展示室が位置

するという構成となっている（実施設計では２階に部屋は設けない構成に変更）。ガイダンス施設

第７図 基本設計全体計画
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は下記のようなコンセプトに基づいている。

ア）文化的観光資源 →展示施設の整備

・エントランスホールに至る風除室は、施設紹介を兼ねた導入展示とする。

・遺跡から発掘された土層剥ぎ取りを大きな壁面にそのまま展示する。

・展示室スペースを２階に集約する。

イ）多様な事業展開の場 → ガイダンス施設、史跡公園

・ガイダンス施設と史跡公園はそれぞれ別の導線を設け、一方だけでも見学することができ

るようにする。

ウ）市民活動の場 → 市民多目的ギャラリー

・市民による企画展の種類により、スペースを可変できるようにする。多種多様な市民活動

の発表の場として使用する。

エ）体験・学習の場 → ガイダンス施設

・敷地の隣接地に体験広場を設け、屋外の体験学習や団体の集合場所として利用する。

・縄文工房、多目的ホールは可動間仕切りにより、一体の空間として利用することができ

る。多様な学習用途に対応するため、体験広場とも一体で利用できるようにする。

オ）市民の憩いの場 → 共用スペースの確保

・２階の休憩ラウンジ、展望デッキからは、史跡公園の景観を眺めることができる。

・ユニバーサルデザインの考えに基づき、高齢者や車いす利用者にも配慮し、エレベーター

第８図 基本設計遺構展示計画

環環境境復復元元・・
多多目目的的活活用用地地区区

集集落落復復元元地地区区

環環境境修修景景地地区区

ガガイイダダンンスス施施設設

駐駐車車場場便便益益地地区区
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でも利用しやすい施設整備を行う。

カ）宮畑遺跡を特徴づける独創的な場 → 木造大屋根

・福島市民が誇りと愛着を持てるような世界に一つしかない、独創的な空間づくりを目指

す。エントランスホールや展示室を訪れる来館者の気持ちを高揚させる、異空間を思わせ

る形状とする。

・木材は、人や環境にやさしく、２１世紀の材料として注目され、周囲の環境にも馴染みやす

く、今回の計画では最適な材料である。

第９図 基本設計ガイダンス施設平面図・立面図
９－５ 立面図（西側）

９－１ １階平面図

９－２ ２階平面図

９－３ 立面図（北側）

９－４ 立面図（南側）

９－６ 立面図（東側）
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�駐車場便益地区

ア）南側駐車場

・ガイダンス施設へのアクセスの利便性を考慮した駐車場を配置する。

・景観を阻害しないような場所を選定し、修景上も調和するような配慮をする。

・小中学校や団体などの大型バスや身障者の駐車スペースも十分に確保する。

イ）北側駐車場

・南側駐車場を補完しつつ、北側区域のアクセスの利便性を考慮した駐車場を配置する。

ウ）便益施設

・屋外での体験学習、広場でのイベント時などに必要な補完施設やサポート用設備など、必

要に応じて適宜施設する。

・四阿、水飲み場、手洗い場、園路灯、街灯

・管理、緊急用道路、一般車などの進入を制限するための管理ゲート、また、夜間利用時の

照明など史跡管理上必要な施設を適宜設置する。

第１０図 ガイダンス施設 コンセプト

第５章 整備事業計画
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�緑化計画

縄文時代の集落の自然景観については発掘調査時の科学分析などによってコナラ、クリ、カエ

デ、クルミ、トネリコ、アサダなどの樹種の存在が判明しているが、他遺跡での科学分析成果など

も参考にして、縄文時代の落葉広葉樹林のイメージに近くなるような樹種の選定を行った。

○高木

イタヤカエデ ウリハダカエデ オニグルミ ハウチワカエデ カシワ キハダ クリ ケヤキ

コナラ コブシ サクラ シラカシ トチノキ トネリコ ハンノキ

○低木・地被類

アジサイ カンツバキ クチナシ サンショウ ジンチョウゲ ドウダンツツジ トサミズキ

ナワシログミ ヒラドツツジ イヌガヤ ユキヤナギ ユスラウメ レンギョウ

○草本類

イカリソウ オオバコ キキョウ ゲンノショウコ チガヤ ヒガンバナ ホワイトクローバー

ヨモギ

（３）整備実施設計

平成１６年度の基本構想、平成１７年度の基本設計をもとに、各事業発注のための実施設計を策定し

ているが、その内容は第３表のとおりである。これらの実施設計に基づき平成１９年度から造成・造

園工事、平成２１年度から縄文時代の景観復元整備、平成２３年度から環境復元・多目的活用地区整備

工事、平成２４年度から体験学習施設整備工事を行っている。

体験学習施設屋内展示実施設計については、透明性・客観性を確保した設計者選定を実施するた

め、また、福島市の展示方針に基づく質の高い展示を具現化するとともに、展示設計の実績や設計

能力を審査するため、プロポーザル方式とした。プロポーザルにあたっては、�展示理念、�来園

者とコミュニケーションする展示のあり方、�屋外展示と屋内展示の補完、�市民との協働による

展示運営等についての技術提案書の提案を受け、ヒアリングを行い、審査会において選定業者を決

定した。

その後、選定業者（�トータルメディア開発研究所）と業務を締結し、設計図（展示造作、什

器、模型、複製、グラフィック、映像）、予算案、工程案、メンテナンス計画等の製作を委託した。

また、体験学習施設実施設計については、基本設計では２階に展示室が位置する建築計画として

いたが、１階部分のみで導線が集約するよう１階部分のレイアウトを見直し、１階部分に展示室を

設けることで方針を変更し、実施設計を作成した。
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